
市町村職員実務研修要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この研修は、一般財団法人秋田県建設・工業技術センター（以下「センター」と

いう）が、県内の市町村職員を実務研修生として受け入れ、公共土木工事の積算や橋梁

点検等に関する実務研修を実施することにより、市町村職員の土木技術の習得を図り、

もって市町村の良質な社会資本の整備に資することを目的とする。 

（研修の方法） 

第２条 研修は、市町村の長から推薦された職員がセンターに勤務し、センターの実務を

通じて行うものとする。 

（実務研修生） 

第３条 実務研修生は、建設担当部署へ配属されて１年から３年程度経過した者、又は積

算業務の経験が浅い者であって、市町村の長の推薦を受けた者とする。 

（手続き） 

第４条 理事長は、実務研修生の受け入れを行おうとするときは、市町村の長に対し実務

研修生の募集を行うものとする。 

２ 市町村の長は、実務研修生の推薦を行おうとするときは、実務研修推薦調書（様式第

１号）を理事長に提出するものとする。 

３ 理事長は、前項の実務研修推薦調書が提出されたときは、速やかに受け入れの適否を

決定し、市町村の長に文書（様式第２号）で通知するものとする。 

４ 前項の規定により実務研修生の受け入れを決定したときは、速やかに理事長と市町村

の長の間で実務研修に関する協定書（様式第３号）により、協定の締結を行うものとす

る。 

（身分） 

第５条 実務研修生は研修期間中も市町村職員としての身分を有する。 

（研修期間） 

第６条 実務研修生の研修期間は、原則として、１年又は２年とする。 

２ 前項に規定する研修期間は、理事長と市町村の長の協議のうえで、変更することがで

きるものとする。 

（給与等） 

第７条 実務研修生の給料は、当該市町村の関係規程に基づき当該市町村が負担するもの

とする。 

２ 実務研修生の受けるべき手当のうち、当該研修に係る時間外勤務手当、休日勤務手当

については、センターの関係規程に基づきセンターが負担し、それ以外の手当について



は当該市町村の関係規程に基づき当該市町村が負担するものとする。 

３ 実務研修生の当該研修に係る出張旅費については、センターの関係規程に基づきセン

ターが負担するものとする。 

４ 第２項及び第３項のセンターが負担する手当及び旅費については、センターが当該市

町村の公金を扱う銀行等預金口座に振込することとし、当該市町村が実務研修生へ支払

うものとする。 

（分限懲戒等） 

第８条 実務研修生の分限懲戒及び労働災害補償に関する事案が発生した場合は、理事長

が当該市町村の長に報告するものとする。 

（研修の取消等） 

第９条 センターまたは市町村の都合により研修の取消し又は協定事項を変更するときは、

あらかじめ相互に協議するものとする。 

（その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、実務研修生の取扱いに関し必要な事項は、理事長

が別に定める。 

 

 

   附 則 

  この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

 

番     号 

年  月  日 

 

実務研修推薦調書 

 

 

一般財団法人秋田県建設・工業技術センター 

  理 事 長         様 

 

 

市町村の長 ㊞ 

 

下記の職員について、実務研修生として推薦しますので、受け入れ願います。 

 

記 

 

 

１ 所属・職・氏名 

 

２ 経歴 

 

３ 研修希望期間       年  月  日から 

                 年  月  日まで （  年間） 

 

４ 研修時の住居先 

 

５ 緊急時の連絡先 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２号） 

 

 

番     号 

年  月  日 

 

  市町村の長   様 

 

 

一般財団法人秋田県建設・工業技術センター 

理 事 長         ㊞ 

 

 

 

実務研修生の受け入れ決定について（通知） 

 

      年  月  日付けで推薦のありました実務研修生について、実務研修推薦

調書のとおり、受け入れを決定しましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号） 

 

実務研修生に関する協定書 

 

 市町村職員実務研修要綱第４条の規定に基づき、一般財団法人秋田県建設・工業技術セ

ンター理事長（以下「甲」という）と   市町村長（以下「乙」という）との間に職員 

    の実務研修に関し次のとおり協定を締結する。 

 

第１条 実務研修生の研修期間は、    年  月  日から    年  月  日

までとする。 

第２条 実務研修生は研修期間中、乙の職員としての身分を有し、甲の実務研修生とする

ものとする。 

第３条 実務研修生の給料は乙の関係規程に基づき乙が負担するものとする。 

２ 実務研修生の受けるべき手当のうち、当該研修に係る時間外勤務手当、休日勤務手当

については甲の関係規程に基づき甲が負担し、それ以外の手当については乙の関係規程

に基づき乙が負担する。 

３ 実務研修生の当該研修に係る出張旅費については、甲の関係規程に基づき甲が負担す

るものとする。 

４ 第２項及び第３項の甲が負担する手当及び旅費については、甲が乙の公金を扱う銀行

等預金口座に振込することとし、乙が実務研修生へ支払うものとする。 

第４条 実務研修生が属する共済組合に関する手続きについては、乙が行うものとする。 

第５条 実務研修生の服装及び勤務条件等については、甲の正職員の例によるものとし、

健康管理（一般定期健康診断等）については、乙において行うものとする。 

第６条 実務研修生の分限、懲戒等の身分上の取扱い及び労働災害補償に関する事案が発

生した場合は、甲が乙に報告するものとする。 

第７条 実務研修生は、研修中に知り得た秘密について、研修期間中はもとより研修終了

後においてもこれらを漏らしてはならない。 

第８条 この協定書に定めるもののほか、実務研修生の取扱いについて必要な事項は甲乙

協議のうえ、決定するものとする。 

 

 この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を

保有するものとする。 

 

      年  月  日 

                 甲 秋田市川尻町字大川反１７０番地１７７ 

一般財団法人秋田県建設・工業技術センター 


